
老朽危険空家を除却するための費用を補助します！

大泉町では老朽化により倒壊のおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図

るため、老朽危険空家除却に要する費用の一部を補助します。

次に掲げる要件を全てを満たすもの

①町内に所在する概ね１年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一

戸建ての専用住宅もしくは併用住宅（居住用の床面積が延べ床面積の１/２以上のもの）。

②住宅地区改良法施行規則第１条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定

基準に達し、老朽危険空家とされたもの。

③倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること。

④公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと。

⑤国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

申請者が町税等に滞納がなく、空家の登記事項証明書に所有者として登録されている個人また

は法定相続人

※注意１ 法人、暴力団及び暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する方は、補助の対象

とはなりません。

※注意２ 次に該当する場合は除却についての同意書（様式第３号）が必要となります。

・空家に共有者または法定相続人がいる場合

・空家と空家が存する土地の所有者が異なる場合

・空家に所有権以外の権利の設定がある場合

解体工事に必要な建設業法の許可を受けた者または建設リサイクル法の解体工事業の登録

を受けた者で、法人または個人で町内に事業所を有するものによる、空き家を除却する工事（家

財道具、塀、門扉、浄化槽、物置、機械、車両等の除却に係る費用は除く）。

※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。

・補助金の事業認定前に着手した工事

・他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事

・空家の一部を除却する工事

補助対象経費の４/５の額（千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）と

し、５０万円を限度とする。

【申請受付期間及び募集戸数】期間：令和７年４月１７日から令和７年１２月１９日まで

募集戸数：２戸（先着順）

令和 7年度 大泉町老朽危険空家除却支援事業補助金交付案内

補助の対象となる空家

補助の対象者（申請者）

補助の対象となる工事

補助金額



注意 ■まずは町都市整備課に事前相談をしてください。電話にて日程調整をし、補助内容の説

明を受けてください。

■完了報告の実績報告書は工事完了から３０日以内または申請年度の２月末日のいずれか

早い日までに提出する必要があります。

■補助金の申請は、同一の敷地内につき１回に限っておりますので、同じ敷地内で次回の申

請はできません。

■町では、施工業者の斡旋や指定はしていません。

■建築物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年度より土地の

税額が増額となる場合があります。詳しくは税務課（６３－３１１１）までお問合せください。
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◎は申請者が行う手続き

手続きに必要な書類

お問い合わせ先 大泉町役場 都市建設部 都市整備課

電話 ０２７６-６３-３１１１

【補助金の交付申請をするとき】
□老朽危険空家除却支援事業認定申請書（様式第１号）

□除却工事の見積書の写し（内訳明細書を含むもの）

□空家の平面図（延床面積を確認することができるものに限る）

□補助対象空家の状況を確認することができる写真

□暴力団排除に関する誓約書

以下は該当する場合に必要な書類

□共有者または法定相続人が複数いる場合は、申請者以外のそれらの者全員の除却について

の同意書（様式第３号）

□空家と空家が存する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者全員の同意書（様式

第３号）

□空家に所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の除却についての同意書（様式

第３号）

【補助金の請求をするとき】
□老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請書（様式第１０号）

※申請書等は都市整備課で配布している他、町ホームページからダウンロードできます。

【完了報告をするとき】
□老朽危険空家除却支援事業実績報告書（様式第９号）

□工事請負契約書の写し

□工事費に係る領収書の写し

□工事完了後の写真

□産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し

□建設リサイクル法第１０条第１項に規定する届出書の写し（同法第９条第１項に規定

する解体工事の場合）

※代理受領制度を活用する場合は、別紙案内をご覧ください


